
1 

 

令和９年度 （仮称）広野台地区待機用児童ホーム保育業務委託仕様書 

 

１ 件名 

  令和９年度 （仮称）広野台地区待機用児童ホーム保育業務委託 

 

２ 履行場所 

 座間市広野台一丁目４６番２９号 相模野児童館内 

 

３ 履行期間  

令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

４ 業務の内容 

  業務の内容は、次のとおりとする。 

 ⑴ 入所児童の健康管理、情緒の安定の確保 

 ⑵ 入所児童の安全確保及び出欠確認 

 ⑶ 入所児童の状態確認 

 ⑷ 障害のある子供への対応 

 ⑸ 特に配慮を必要とする子供への対応 

 ⑹ 保護者との連携 

 ⑺ 地域、関係機関との連携 

 ⑻ 衛生管理及び安全対策（簡易な日常清掃及び施錠管理業務を含む。） 

 ⑼ その他放課後児童健全育成上必要な活動 

 

５ 対象児童及び入所定員 

  対象児童は、座間市児童ホーム入所に関する条例第３条に定めるもののうち、座間市児

童ホーム入所に関する条例施行規則第４条第１項の規定により入所決定を受けた児童とし、

入所定員は５０人とする。 

 

６ 職員の配置    

座間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第７

条を遵守し、職員の配置は２人以上とする。プール使用時は、３人以上の配置とする。 

 

７ 経費の支払い区分 

  座間市と受託者との経費の支払い区分は、次のとおりとする。 

⑴  座間市が支払う経費 
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   ア 施設管理経費 

   イ 保育業務に関する消耗品費 

ウ 児童に提供する間食の賄材料費 

   エ 保育業務に関する通信料 

オ 保育業務に関する保険料 

カ 緊急時のタクシー借上料 

キ 備品購入費 

 

 ⑵ 受託者が支払う経費 

 ア 配置する職員の人件費及び座間市が開催する研修会へ参加する職員の人件費 

 イ 職員採用時の健康診断料 

 ウ 毎月１回の細菌検査料 

 

８ 休所日 

  児童ホームの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認

めるときは、児童ホームの休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。 

 ⑴ 日曜日 

 ⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 ⑶ １月２日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

 

９ 開設時間 

  児童ホームの開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める

ときは、開設時間を変更することができる。 

⑴  学校の授業日 

午後１時１５分から午後７時まで。ただし、学校行事等による短縮授業の場合は、こ

の限りでない。 

⑵  学校の休業日 

午前９時から午後７時まで 

⑶  春、夏及び冬の学校の休業日に係る早朝保育 

午前７時３０分から午前９時まで 

⑷  土曜参観及び運動会、学校行事等の振替休日、並びに卒業式開催日の早朝保育 

午前７時３０分から午前９時まで 

１０ 災害時の対応について 

「座間市児童ホーム救急・危機管理・防災マニュアル」及び「座間市児童ホーム安全計

画」を遵守すること。  
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１１ 事業報告 

事業報告書（児童ホーム日誌）を毎月翌月の７日までにこども未来部こども育成課へ提

出し、事業完了後、７日以内に委託業務完了届を提出すること。 

 

１２ 委託料の支払い 

委託料の支払いは、毎月分の報告書の内容検査完了後、座間市が適法な請求書を受理し

た日から３０日以内とする。 

 

１３ 損害のために必要を生じた経費の負担 

委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生

じた経費は、受託者の責に帰する事由による場合は、受託者が負担するものとする。ただ

し、その損害が座間市の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を

生じた経費は、座間市が負担するものとし、その額は、座間市、受託者が協議して定める。  

 

１４ 目的外使用の禁止 

委託業務以外の目的で施設を使用してはならない。ただし、当該受託者が主催するこど

も育成課に係る事業で、事前に座間市と協議調整し許可を受けた場合は、この限りでない。  

また、この許可を受けた事業の事故等の対応は、当該受託者が責を追う。 

 

１５ 協議 

この仕様書に定めのない事項については、座間市及び受託者が双方協議の上、決定する

ものとする。 

 

 


